
証券コード　6568
2019年６月11日

株　主　各　位
神戸市西区高塚台三丁目２番地の34
神 戸 天 然 物 化 学 株 式 会 社
代表取締役社長 宮 内 仁 志

第35回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第35回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2019年６月25日（火曜日）午後５時40分までに到着するようご返送くださいますようお
願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 2019年６月26日（水曜日）午前10時
２．場 所 神戸市西区糀台５丁目６番３号

神戸 西神オリエンタルホテル　４階　翔雲
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 第35期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告

の件
決 議 事 項

第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の

件
以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申し上げます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をイン
ターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　http://www.kncweb.co.jp/）に掲載させていただき
ます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

１．会社の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当事業年度における国内経済は、政府による継続的な経済対策の下、設備投資や生産の増加、
また雇用情勢の着実な改善など景気回復基調にあり、個人消費も回復傾向が見られました。
　海外においては、通商問題の動向が世界経済に影響を与える状況や、中国経済の先行きなど
海外経済の不確実性に留意する必要があるものの、世界の景気は緩やかな回復傾向が見られま
した。

　このような状況の下、当社は中期経営計画の基本方針に沿って、引き続き生産ソリューショ
ン提供の拡大による事業構造の変革、新技術の開発、製造合理化等による一層の業績改善に注
力してまいりました。

　機能材料事業部門は、量産ステージ製品の販売が堅調に推移いたしました。一方、研究・開
発ステージの販売は、前期よりも軟調に推移した結果、機能材料事業部門の売上高は2,724,389
千円（前年同期比8.0%減）となりました。
　医薬事業部門は、量産ステージの製品が増え、販売が増加いたしました。一方、開発ステー
ジの製品販売が、低調に推移したことにより、医薬事業部門の売上高は2,355,652千円（前年
同期比18.3%減）となりました。
　バイオ事業部門は、技術的な課題の克服及びGMP対応培養設備などの高稼働率により、開
発・量産ステージ製品の販売が好調に推移しました。この結果、売上高は1,210,802千円（前
年同期比158.5％増）となりました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は6,290,844千円（前年同期比0.3％減）、営業利益は
1,240,297千円（同1.5％増）、経常利益は1,285,177千円（同6.3％増）、当期純利益は936,352
千円（同3.9％増）となりました。
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②　設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は2,118,788千円で、その主
なものは次のとおりであります。
イ．当事業年度中に完成した主要設備

出雲工場　　　　　　　　機能材料商品拡大に伴う設備
ロ．当事業年度において継続中の主要設備の新設・拡充

新社屋（神戸市中央区）　研究開発強化及び本社機能強化のための設備
出雲工場　　　　　　　　機能材料製造量増加に伴う設備
出雲工場　　　　　　　　医薬商品拡大に伴う設備

③　資金調達の状況
　当事業年度において、重要な資金調達はありません。
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⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況

区 分 第 32 期
(2016年３月期)

第 33 期
(2017年３月期)

第 34 期
(2018年３月期)

第 35 期
(当事業年度)
(2019年３月期)

売 上 高 (千円) 4,541,078 4,768,008 6,312,682 6,290,844

経 常 利 益 (千円) 409,994 740,797 1,208,848 1,285,177

当 期 純 利 益 (千円) 107,569 484,329 900,904 936,352

１株当たり当期純利益 (円) 17.93 80.72 148.35 121.29

総 資 産 (千円) 8,681,580 8,838,708 12,688,329 12,002,390

純 資 産 (千円) 3,783,114 4,183,827 8,736,584 9,454,993

１株当たり純資産 (円) 630.52 697.30 1,131.65 1,224.71

（注）１．当社は、2017年８月１日付で普通株式１株につき2,000株の株式分割を行っており、また、2018年
１月６日付で普通株式１株につき３株の株式分割を行っておりますが、第32期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を算定しております。

２．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当
事業年度より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更するとともに、前事業年度の金額は組替え後の金額で表示しており
ます。

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況
　該当事項はありません。
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⑷　対処すべき課題
　当社のビジネスを更に拡大するために、以下の①～⑥の６項目を経営方針及び対処すべき課題
として認識しております。

①　新製品導入のための設備の改良・新設
　当社は、顧客が製品を開発するための研究や量産化検討を行う過程で、顧客の依頼に基づい
て課題解決の検討サービスや試製品製造を行っております。また、製造を受託し、有機化学品
を製造・販売しております。対象は主に医薬、エレクトロニクス分野ですが、これら先端産業
分野では技術革新が進んでおり、顧客のニーズも変化します。顧客満足度の高いソリューショ
ン・サービスや有機化学品製造販売を行うために、引き続き研究設備、生産設備及び分析設備
の改良、新設を図ってまいります。

②　既存製品の生産基盤の強化
　当社は、生産設備を増強し、顧客の生産ステージにある製品の製造販売を増強してきました
が、業務の効率化、合理化によって更なる設備生産性の向上に努めます。そのため、仕入から
製造、保管、出荷、廃棄物処理にいたるまで全工程を通して効率化すべく、工場基盤設備の増
強及び生産工程のボトルネックの解消、生産状況に応じた設備の増設により安定稼働に注力い
たします。

③　品質管理及び品質保証の強化
　製品の品質は、製造工程で規格を満たす製品を安定的に生産することが基本ですが、これを
確認する分析体制が必要であります。当社では、生産品目の増加に伴い品質管理業務も増加し
多様化してまいりました。特に、法規による品質規格の厳格化や業界の品質基準が高度化して
まいりましたので、これに対応できるように分析設備の増強、分析技術の向上に努めます。ま
た、生産管理と品質管理を確実にかつ効率的に行う品質保証体制の充実、強化に努めます。

④　新製品開発及び技術開発に向けた研究開発の強化
　機能材料事業部門では、エレクトロニクス分野の新材料の開発を行っております。用途に応
じて顧客と共同で検討を進めておりますが、技術革新の早い分野でありますので、短期に製品
化することが課題と考えております。
　製薬会社各社は新規作用による医薬品の開発を進めておりますが、当社の医薬事業部門では、
これら医薬品の製造ができるように技術開発をするとともに、製薬会社と開発初期から協力を

－ 5 －

対処すべき課題、主要な事業内容



進めることが課題と考えております。
　バイオ事業部門では、遺伝子組換え微生物等による化学物質の生産及びバイオテクノロジー
と有機合成化学との組み合わせによる化学物質合成を核とした技術開発を進めております。製
品を開発する会社と初期から協力を進めることが課題と考えております。

⑤　コンピューター・システムの強化
　会計システムを始め、コンピューター・システムを導入して業務の効率化に努めております
が、システムの改良による業務の一層の効率化とともに、生産管理を含めた全社の業務を一元
的に管理できるシステムを検討いたします。

⑥　人材育成
　当社は、顧客の研究・開発から商業販売における生産ステージまで、機能材料事業部門、医
薬事業部門、バイオ事業部門において、課題解決のサービスや有機化学品の製造販売を行って
おりますが、それぞれのステージと部門で専門性を持った社員が求められます。先端産業分野
で顧客の要望に応じて課題解決のビジネスを継続するために、人材の採用、育成は重要な課題
と認識しております。

⑸　主要な事業内容（2019年３月31日現在）
主 要 な 事 業 事 業 部 門 名 主 要 製 品

有機化学品の研究・
開発・生産ソリュー
ション事業

機能材料事業部門 表示材料、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の
基準に関する省令」の規制対象外の医薬用原料、治験薬用原料
及び農薬等の製造、研究受託

医 薬 事 業 部 門 医薬原薬、治験原薬及びこれらの中間体等の製造、研究受託
バ イ オ 事 業 部 門 医薬原薬、治験原薬及びこれらの中間体等の製造、研究受託
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⑹　主要な営業所及び工場（2019年３月31日現在）
名 称 所 在 地

本 社 神戸市西区

神 戸 工 場 ・ 神 戸 研 究 所 神戸市西区

岩 岡 工 場 神戸市西区

KNCバイオリサーチセンター 神戸市西区

市 川 研 究 所 兵庫県神崎郡市川町

出 雲 工 場 島根県出雲市

東 京 営 業 所 東京都千代田区

⑺　使用人の状況（2019年３月31日現在）
使 用 人 数 前 期 末 比 増 減

259名 14名増

（注）使用人数は、パートタイマー及び嘱託社員並びに他社からの出向社員を含めて記載しております。

⑻　主要な借入先の状況（2019年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 580,720千円

株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行 277,282

株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 120,000

（注）上記の額には、シンジケートローン契約による829,600千円の借入金を含みます。

⑼　その他会社の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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２．株式の状況（2019年３月31日現在）
⑴　発行可能株式総数 24,000,000株
⑵　発行済株式の総数 7,720,200株
⑶　株主数 4,010名
⑷　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

広 瀬 　 克 利 1,542千株 20.0%

K N C 興 産 株 式 会 社 1,512 19.6

宮 内 　 仁 志 900 11.7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 414 5.4

松 長 　 紀 義 240 3.1

純 正 化 學 株 式 会 社 240 3.1

吉 田 　 忠 嗣 137 1.8

廣 瀬 　 正 幸 122 1.6

吉 田 　 正 博 110 1.4

岩 本 　 定 義 100 1.3

（注）当社は、自己株式を保有しておりません。

⑸　その他株式に関する重要な事項
　該当事項はありません。

３．新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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４．会社役員の状況
⑴　取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 会 長 広 瀬 克 利

代 表 取 締 役 社 長 宮 内 仁 志

取 締 役 先 砥 庸 治 経営企画室長・経理管掌

取 締 役 笹 本 耕 一 医薬事業部長

取 締 役 田 中 　 巧 バイオ事業部長・開発本部長

取 締 役 毛 利 充 邦

取 締 役 真 岡 宅 哉 営業本部長・営業第三部長

取 締 役 栗 山 康 秀 総務部長・資材管掌

常 勤 監 査 役 増 田 修 巳

監 査 役 久 松 公 正

監 査 役 塚 本 純 久

塚本公認会計士事務所　代表
株式会社オフィストゥーカム　代表取締役
アルテ監査法人　代表社員
株式会社SamuraiGamers　監査役
株式会社オステオファーマ　監査役
BCC株式会社　監査役

（注）１．取締役　毛利充邦氏は、社外取締役であります。
２．監査役　増田修巳氏及び監査役　塚本純久氏は、社外監査役であります。
３．監査役　塚本純久氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
４．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、

同取引所に届け出ております。
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５．当事業年度中に取締役の地位及び担当並びに重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。
氏 名 変 更 前 変 更 後 異 動 年 月 日

広 瀬 克 利 代 表 取 締 役 社 長 代 表 取 締 役 会 長 2 0 1 8 年 ６ 月 2 7 日 付

宮 内 仁 志 専 務 取 締 役
機 能 材 料 事 業 部 長 代 表 取 締 役 社 長 2 0 1 8 年 ６ 月 2 7 日 付

⑵　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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⑶　取締役及び監査役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額
区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 8名 143百万円

監 査 役 3 17

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

11
（3）

160
（17）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2017年12月１日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内(うち社

外取締役30百万円以内)と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2017年12月１日開催の臨時株主総会において、年額30百万円以内と決議い

ただいております。

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役の塚本純久氏は、塚本公認会計士事務所の代表、株式会社オフィストゥーカムの代表
取締役、アルテ監査法人の代表社員並びに株式会社SamuraiGamers、株式会社オステオフ
ァーマ及びBCC株式会社の監査役を兼任しておりますが、当社及び各兼職先との間に人的関
係、資本関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 毛 利 充 邦
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席し、事業法人の代表
取締役としての豊富な経験・見識を活かして、監督・提言を行っており
ます。

監査役 増 田 修 巳
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席、また、監査役会14
回の全てに出席し、事業法人の取締役としての豊富な経験・見識を活か
して、監督・提言を行っております。

監査役 塚 本 純 久
当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席、また、監査役会14
回のうち13回出席し、公認会計士としての専門知識・経験を活かして、
監督・提言を行っております。
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５．会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 19,000

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監
査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどう
かについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

⑶　非監査業務の内容
　該当事項はありません。

⑷　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。

⑸　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びにその他会社の
業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

　当社は会社法及び会社法施行規則に基づく業務の適正を確保するための体制の整備を目的とし
て、2017年１月16日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針について決議いた
しました。当該方針に従って、以下のとおり内部統制システムを整備・運用しております。

①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・当社は、「企業行動規範」を定め、役職員に周知する。当社の役職員は、法令・定款及び決

められたルールを遵守し、かつ企業倫理にもとる行為を行わないことを職務執行の基本とい
たします。

・当社は、業務遂行する上で遵守すべき基準及び諸手続をまとめた諸規程を作成し、これを遵
守いたします。

・当社は、「リスクマネジメントおよびコンプライアンス規程」に基づき、経営会議において
コンプライアンスに係る方針、施策を決定し、啓蒙、指導を行います。

・当社は、各所管業務に関して内部監査を行う部署として内部監査室を設置します。内部監査
室は、経営活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務執行の状況を適法性及び各種基準
への適合性の観点から検討・評価し、改善への助言・提案等を行います。

・役職員がコンプライアンス違反行為又はその恐れがあると認めた場合、社長が選任する社内
外の相談・通報窓口に直接通報することができます。窓口に寄せられた情報は経営会議によ
り適切に処理され、又、通報者が通報により不利益な取扱いを受けることのない制度といた
します。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の役職員の職務執行に関する情報は、法令に基づくものに加え、「情報管理規程」、「文

書管理規程」等の諸規程及びこれらに関する各細則・基準、各マニュアル・手順に従い、適
切に保存及び管理を行います。
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③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は、「リスクマネジメントおよびコンプライアンス規程」に基づき、経営会議において

リスクマネジメントに係る方針、施策を決定し、個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・
実施する所管部署を決定して、その指導、監督を行います。

・当社は、危機発生時における基本方針、体制、情報伝達ルート等を「リスクマネジメントお
よびコンプライアンス規程」及び「危機対応細則」に定め、危機の早期収拾、損害拡大の防
止を図ります。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、効率的な経営のため、以下の各経営計画を策定し、これに基づき運営いたします。

（1）３事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、これを実行するための経営目標を定
めます。

（2）取締役、監査役及び執行役員で構成する経営会議を定期的に開催し、当社の業務執行
の方針の決定及び業務執行状況の報告を行います。

・当社は、効率的な経営のための組織、業務分掌、職務権限について、各々「組織規程」、「業
務分掌規程」、「職務権限規程」を定め、運営いたします。

⑤　当社における業務の適正を確保するための体制
・当社は、当社の業務の適正を図るため「関係会社管理規程」において、子会社及び関連会社

の意思決定に関する当社の関与の基準及び程度並びに報告事項を明確にし、必要に応じて関
係会社管理部署において指導を行います。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関
する事項
・当社は、規程に基づき、監査役の求めに応じて監査役の職務を補助するため補助する使用人

を置くものといたします。その員数、能力等については監査役の要請に基づき、必要に応じ
て見直すことに努めます。

・監査役を補助している使用人は監査役の指揮命令の下で業務を執行するものとし、当該指揮
命令に従わなかった場合には社内処分の対象といたします。又、当該使用人の異動等につい
ては監査役の事前同意を必要といたします。
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⑦　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制並
びに当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保
するための体制
・当社の役職員は、当社の各監査役の要請に応じて必要な報告を行います。
・当社社長の決裁を必要とする重要な意思決定については常勤監査役に回覧し、当社の取締役

会の決議事項に関する情報は、各監査役に事前に通知いたします。
・当社の役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実又は法令・定款に違反する事

実やそのおそれのある事項もしくは著しく不当な事項を知ったときは、これを監査役に報告
いたします。

・当社の内部通報制度の通報窓口に寄せられた情報のうち、法令・定款に違反する事実やその
おそれのある事項又はその他重要な事項については当社の担当部門を通じて監査役に報告い
たします。

・当社の役職員が内部通報その他の情報について監査役に通報をしたことに関して不利な取扱
いを行うことを禁止いたします。

⑧　監査役の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査役の職務の執行のために必要な費用については、請求時速やかに処理するものとし、必

要に応じて事前に支払います。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は、経営状況に関する重要な会議及び内部統制に関する重要な会合に参加し、意見を

述べることができます。
・監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携を図るため、必要な範囲内で内部監査報告を

受け、会計監査講評等に立ち会います。
・監査役が作成する年間監査計画における当社全体の重点監査事項は、取締役及び執行役員に

周知され、取締役及び執行役員はこれに協力いたします。
・代表取締役は定期的に監査役との懇談を行い、業務執行における適正を確保するため相互に

意見交換を行います。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

・取締役会は、監査役出席のもと、原則月１回の定例取締役会の他、必要に応じて臨時取締役
会を開催しており、業務執行に関する重要事項の意思決定の他、業績の進捗状況等その他の
業務上の報告を行い情報の共有をするとともに、取締役の職務の執行を監督しております。

・監査役会は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締
役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交換の連携を
図っております。

・内部監査室は、内部監査基本計画書に基づき、当社の各部門の業務執行、会計処理及び内部
統制監査を行っております。
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貸　借　対　照　表
（2019年３月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 　 産 　 の 　 部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
特 許 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

4,774,707
3,072,310

504,928
245,729
609,481
241,939
23,768
76,550

7,227,682
6,627,724
2,853,074

63,229
1,547,108

7,617
123,038

1,821,978
211,678
78,526

7,500
68,253
2,773

521,431
265,388

1,000
28,090
70,195

156,756

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 2,332,698

買 掛 金 256,602
１年内返済予定の長期借入金 778,002
未 払 金 538,442
未 払 費 用 107,022
未 払 法 人 税 等 201,555
未 払 消 費 税 等 22,859
前 受 金 177,433
預 り 金 24,081
賞 与 引 当 金 210,000
受 注 損 失 引 当 金 16,697

固 定 負 債 214,698
長 期 借 入 金 200,000
退 職 給 付 引 当 金 14,698

負 債 合 計 2,547,397
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 9,390,686
資 本 金 1,951,623
資 本 剰 余 金 1,851,623

資 本 準 備 金 1,851,623
利 益 剰 余 金 5,587,440

利 益 準 備 金 25,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 5,562,440

別 途 積 立 金 3,771,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,791,440

評 価 ・ 換 算 差 額 等 64,306
その他有価証券評価差額金 64,306

純 資 産 合 計 9,454,993
資 産 合 計 12,002,390 負 債 純 資 産 合 計 12,002,390

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,290,844
売 上 原 価 3,943,398
売 上 総 利 益 2,347,446
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,107,148
営 業 利 益 1,240,297
営 業 外 収 益

受 取 利 息 35
受 取 配 当 金 2,631
受 取 手 数 料 9,547
助 成 金 収 入 49,870
そ の 他 4,771 66,856

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10,954
支 払 手 数 料 5,344
出 資 金 運 用 損 5,508
そ の 他 169 21,976

経 常 利 益 1,285,177
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 382
国 庫 補 助 金 16,879 17,261

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 888
固 定 資 産 圧 縮 損 5,879 6,767

税 引 前 当 期 純 利 益 1,295,670
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 376,921
法 人 税 等 調 整 額 △17,602 359,318
当 期 純 利 益 936,352

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

( 2018年 4 月 1 日から
2019年 3 月31日まで )

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合　　　計

株主資本
合　　計特 別 償 却

準 備 金
別 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高 1,951,623 1,851,623 1,851,623 25,000 19,940 3,771,000 1,028,151 4,844,092 8,647,339
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △193,005 △193,005 △193,005
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 △19,940 19,940 ― ―
当 期 純 利 益 936,352 936,352 936,352

株主資本以外の項目の事業年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― ― ― △19,940 ― 763,288 743,347 743,347
2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高 1,951,623 1,851,623 1,851,623 25,000 ― 3,771,000 1,791,440 5,587,440 9,390,686

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券

評 価 差 額 金
評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

2 0 1 8 年 ４ 月 １ 日 残 高 89,245 89,245 8,736,584
事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △193,005
特 別 償 却 準 備 金 の 取 崩 ―
当 期 純 利 益 936,352

株主資本以外の項目の事業年
度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) △24,938 △24,938 △24,938

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △24,938 △24,938 718,408
2 0 1 9 年 ３ 月 3 1 日 残 高 64,306 64,306 9,454,993

（注）　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　関係会社株式　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
②　その他有価証券

・時価のあるもの　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
③　デリバティブ　　　　　　　　時価法を採用しております。
④　たな卸資産

・製品　　　　　　　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

・仕掛品　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下
げの方法により算定）を採用しております。

・原材料及び貯蔵品　　　　　　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）を採用しております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産　　　　　　　　定率法を採用しております。（但し、1998年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については、定額法）
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物  3 ～38年
構築物  3 ～30年
機械及び装置  2 ～ 8 年
工具、器具及び備品  2 ～15年

②　無形固定資産　　　　　　　　定額法を採用しております。
なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期
間（５年）に基づいております。
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⑶　引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担
に属する金額を計上しております。

③　退職給付引当金　　　　　　　従業員の退職給付に備えるため、退職給付引当金及び退職給付費用の計
算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法
を用いた簡便法を適用しております。

④　受注損失引当金　　　　　　　受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において、将来
の損失が見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積もることができるも
のについて、翌事業年度以降の損失見込額を計上しております。

⑷　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　消費税等の会計処理　　　　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
　前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払手数料」「出資金運用損」
は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度
の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
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３．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物及び構築物 1,918,621千円
土地 1,238,476千円
計 3,157,098千円

②　担保に係る債務
１年内返済予定の長期借入金 778,002千円
長期借入金 200,000千円
計 978,002千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 9,730,583千円

⑶　国庫補助金による圧縮記帳累計額
建物 944,779千円
構築物 39,332千円
機械及び装置 604,408千円
車両運搬具 200千円
工具、器具及び備品 5,690千円
土地 212,068千円
計 1,806,479千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 7,720,200株
⑵　剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 8 年 ６ 月 2 7 日
定 時 株 主 総 会 普 通 株 式 193,005 25 2018年３月31日 2018年６月28日
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②　基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 1 9 年 ６ 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 193,005 25 2019年３月31日 2019年６月27日

５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　設備投資計画及び資金計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的な余資は主に安全性の
高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。投機的な取引は行
わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、
その金額は僅少であります。
　借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後２年であり、
金利の変動リスクに晒されております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
ａ．信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

　営業債権については、販売管理規程に従い、営業担当部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。

ｂ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　投資有価証券については、定期的に時価を入手し、また発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、
取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ｃ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
　各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等
により流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価額に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含めておりません。（（注）２．参照）

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

⑴ 現 金 及 び 預 金 3,072,310 3,072,310 －

⑵ 売 掛 金 504,928 504,928 －

⑶ 投 資 有 価 証 券

そ の 他 有 価 証 券 154,398 154,398 －

資 産 計 3,731,637 3,731,637 －

⑴ 買 掛 金 256,602 256,602 －

⑵ 1年内返済予定の長期借入金 778,002 776,408 △1,593

⑶ 未 払 金 538,442 538,442 －

⑷ 未 払 法 人 税 等 201,555 201,555 －

⑸ 未 払 消 費 税 等 22,859 22,859 －

⑹ 長 期 借 入 金 200,000 198,024 △1,975

負 債 計 1,997,462 1,993,893 △3,569

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
⑴　現金及び預金、⑵　売掛金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。

⑶　投資有価証券
　投資有価証券の時価については、取引所の価格によっております。

負債
⑴　買掛金、⑶　未払金、⑷　未払法人税等、⑸　未払消費税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によって
おります。
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⑵　１年内返済予定の長期借入金、⑹　長期借入金
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた
現在価値により算定しております。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

貸 借 対 照 表 計 上 額

投 資 有 価 証 券 110,990

関 係 会 社 株 式 1,000

出 資 金 28,090
(※1)投資有価証券及び関係会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、上表には含めておりません。
(※2)出資金については、組合財産が非上場株式等、時価を把握することが極めて困難と認められることか

ら、上表には含めておりません。

（注）３．金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現 金 及 び 預 金 3,072,310 － － －

売 掛 金 504,928 － － －

（注）４．長期借入金の決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長 期 借 入 金 778,002 200,000 － － － －
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６．税効果会計に関する注記
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 14,839千円
賞与引当金 64,218千円
たな卸資産 16,483千円
受注損失引当金 5,106千円
未払社会保険料 9,953千円
減価償却超過額 27,351千円
退職給付引当金 4,494千円
その他 14,581千円

繰延税金資産合計 157,029千円
繰延税金負債

減価償却費 △58,505千円
その他有価証券評価差額金 △28,327千円

繰延税金負債合計 △86,833千円
繰延税金資産の純額 70,195千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％
(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.0％
住民税均等割 0.5％
税額控除 △3.4％
その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.7％
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７．関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たりの純資産額 1,224円71銭
⑵　１株当たりの当期純利益 121円29銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2019年５月９日
神戸天然物化学株式会社

取締役会　御中
有限責任　あずさ監査法人

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 近 藤 康 仁 ㊞
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 青 木 靖 英 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、神戸天然物化学株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日まで
の第35期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につ
いて監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正
に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するた
めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明する
ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査
法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、
当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用
される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、
状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類
及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当
該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第35期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した
監査報告に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等
及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他
の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査部門等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業
務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び内部監査部門等からそ
の構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその
職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10
月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討しました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の

記載内容及び取締役の職務についても、指摘すべき事項は認められません。
（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年５月10日
神 戸 天 然 物 化 学 株 式 会 社　監 査 役 会

常勤社外監査役 増 田 修 巳 ㊞
監 査 役 久 松 公 正 ㊞
社 外 監 査 役 塚 本 純 久 ㊞

以　上

－ 29 －

監査役会の監査報告



株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし
ながら、今後の事業展開等を勘案して、第35期の期末配当につきましては、以下のとおりといたした
いと存じます。

①　配当財産の種類
　金銭といたします。

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　当社普通株式１株につき金25円といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は193,005,000円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　2019年６月27日といたしたいと存じます。

－ 30 －
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第２号議案　取締役８名選任の件
　取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任をお
願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の
株 式 数

１
ひろ
広

せ
瀬

かつ
克

とし
利

(1941年12月20日)

1967年 ４月 日本テルペン化学㈱　入社

1,542,000株

1985年 １月 当社　設立
当社　代表取締役社長

2003年 ４月 大地化成㈱　取締役
2003年10月 大神医薬化工（太倉）有限公司　執行

董事
2005年 ３月 大地化成㈱　代表取締役
2009年 ４月 当社　代表取締役社長　兼　バイオ事

業部長
2016年10月 当社　代表取締役社長　兼　バイオ事

業部長　兼　開発本部長
2017年 ３月 当社　代表取締役社長
2018年 ６月 当社　代表取締役会長（現任）

２
みや
宮

うち
内

ひと
仁

し
志

(1955年３月18日)

1973年 ４月 日本テルペン化学㈱　入社

900,000株

1985年 １月 当社　設立
当社　取締役

1988年 ５月 当社　常務取締役　岩岡工場長
1998年 ２月 当社　常務取締役　市川研究所長　兼

医薬材料部長
1999年11月 当社　専務取締役
2001年 ４月 当社　専務取締役　出雲事業部長
2006年 ３月 大地化成㈱　代表取締役
2009年 ４月 当社　専務取締役　機能材料事業部長
2015年 ９月 大神医薬化工（太倉）有限公司　執行

董事
2018年 ６月 当社　代表取締役社長(現任）

－ 31 －
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の
株 式 数

３
さき
先

と
砥

よう
庸

じ
治

(1950年２月19日)

1974年 ４月 住友化学工業㈱（現　住友化学㈱）　
入社

－

2005年 ７月 住友製薬㈱（現　大日本住友製薬㈱）
出向

2005年10月 同社　技術センター　合成化学研究部
長

2008年 １月 大日本住友製薬㈱　入社
同社　合成化学研究部長

2008年 ６月 同社　プロセス化学研究所長
2010年 ３月 当社　入社

当社　経営企画室長
2011年 ５月 当社　取締役経営企画室長
2012年 ４月 当社　取締役医薬事業部長
2016年 ９月 当社　取締役経営企画室長
2017年 ３月 当社　取締役経営企画室長　兼　経理

管掌（現任）

４
ささ
笹

もと
本

こう
耕

いち
一

(1951年10月15日)

1975年 ４月 鐘淵化学工業㈱（現　㈱カネカ）入社

－

2005年 ４月 同社　機能性食品事業部長
2006年 ４月 同社　ヘルスケアプロダクツ事業本部

技術統括部長
2007年 ４月 ㈱大阪合成有機化学研究所　出向
2007年 ６月 ㈱大阪合成有機化学研究所　代表取締

役社長
2016年 ６月 同社　顧問
2016年 ９月 当社　取締役医薬事業部長（現任）

－ 32 －
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の
株 式 数

５
た
田

なか
中

 
　

たくみ
巧

(1951年７月26日)

1982年 ４月 和光純薬工業㈱（現　富士フイルム和
光純薬㈱）　入社

－

2004年 ４月 同社　臨床検査薬事業部事業開発本部
ゲノム研究所所長

2005年10月 同社　化成品事業部　事業開発本部　
化成品研究所長

2009年 ４月 同社　執行役員化成品事業部　化成品
開発本部長　兼　化成品研究所長

2009年 ６月 同社　取締役執行役員
2011年 ４月 同社　取締役執行役員試薬事業部長

北海道和光純薬㈱　監査役（非常勤）
仙台和光純薬㈱　監査役（非常勤）
和研薬㈱　監査役（非常勤）
京都和光純薬㈱　監査役（非常勤）
広島和光㈱　監査役（非常勤）

2011年 ６月 同社　取締役常務執行役員
2012年 ６月 同社　取締役専務執行役員
2014年 ４月 同社　取締役専務執行役員試薬化成品

事業部長　兼　開発第一本部長
2015年 ７月 同社　常勤アドバイザー（ライフサイ

エンス研究所）
2016年 ４月 同社　非常勤アドバイザー
2016年 ９月 当社　取締役
2017年 ４月 当社　取締役バイオ事業部長　兼　開

発本部長
2019年 ４月 当社　取締役バイオ事業部長（現任）

－ 33 －
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候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の
株 式 数

６
もう
毛

り
利

みつ
充

くに
邦

(1947年７月26日)

1970年 ４月 長瀬産業㈱　入社

－

1996年 ６月 ナガセ化成工業㈱（現　ナガセケムテ
ックス㈱）　取締役

1999年６ 月 同社　代表取締役常務
2001年４ 月 ナガセケムテックス㈱　取締役
2002年４ 月 エヌシーケー㈱　取締役

ナガセファインケムシンガポールリミ
テッド　取締役

2002年12月 オンファイン㈱　取締役
2004年 ６月 ナガセケムテックス㈱　代表取締役常

務
2006年４ 月 オンファイン㈱　代表取締役常務
2008年４ 月 長瀬産業㈱　常務執行役員

ナガセケムテックス㈱　代表取締役社
長

2012年 ４月 ㈱林原　取締役副社長
2014年 ７月 同社　上席顧問
2015年 ４月 同社　アドバイザー
2017年 ３月 当社取締役（現任）

７
ま
真

おか
岡

たく
宅

や
哉

(1968年８月１日)

19

19
20
20
20
20
20
20
20

94

98
00
03
07
07
09
16
18

年

年
年
年
年
年
年
年
年

４

３
11
６
４
10
4
１
６

月

月
月
月
月
月
月
月
月

㈱三菱油化ビーシーエル（現　㈱LSIメ
ディエンス）　入社
姫路塗装㈱　入社
当社　入社
大地化成㈱　業務部長
当社　海外営業部長
当社　開発営業部長
当社　営業第三部長
当社　執行役員営業第三部長
当社　取締役営業本部長　兼　営業第
三部長(現任）

300株

－ 34 －

取締役選任議案



候補者
番　号

ふ り が な
氏　　　　　名
（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（重  要  な  兼  職  の  状  況）

所有する当社の
株 式 数

８
くり
栗

やま
山

やす
康

ひで
秀

(1965年10月22日)

19
19
20
20
20
20

88
97
05
09
16
18

年
年
年
年
年
年

４
８
10
４
１
６

月
月
月
月
月
月

石原産業㈱　入社
当社　入社
当社　東京営業所長
当社　総務部長
当社　執行役員総務部長
当社　取締役総務部長　兼　資材管掌
(現任）

－

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．毛利充邦氏は、社外取締役候補者であります。
３．毛利充邦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏が化学品の研究開発・製造分野における長年の業

務経験と幅広い見識を持ち、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断したためであります。
４．毛利充邦氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結

の時をもって２年３か月となります。
５．当社は、毛利充邦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任

された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

－ 35 －
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第３号議案　監査役１名選任の件
　常勤監査役　増田修巳氏が本総会の終結の時をもって辞任されますので、新たに監査役１名の選任
をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な
氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所有する当社の
株 式 数

しげ
重

まつ
松

まさ
正

み
巳

(1946年12月17日)

1965年３月 日本テルペン化学㈱　入社

－

2001年６月 同社取締役（製造担当:工場長兼任）
2004年２月 同社常務取締役（製造担当）
2013年２月 同社専務取締役　生産部長兼研究部長兼営

業部長兼品質保証部長
20
20
20

17
18
19

年
年
年

２
２
１

月
月
月

同社取締役相談役
同社顧問
同社退職

（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．重松正巳氏は、社外監査役候補者であります。
３．重松正巳氏は、長年化学会社に在籍し、製造から研究、品質管理等の幅広い専門知識を、また経営に

おける豊富な経験を有しております。それらをもとに中立的な立場から客観的な意見を述べ、社外監
査役として職責を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

４．重松正巳氏が選任された場合は、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出
る予定であります。

－ 36 －
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ り が な
氏　　　　　　名
（生 年 月 日）

略 歴
（ 重   要   な   兼   職   の   状   況 ）

所有する当社の
株 式 数

たか
高

はし
橋

かず
和

と
人

(1963年10月８日)

1993年10月 中央監査法人（旧　みすず監査法人）入所

－

2007年８月 あずさ監査法人（現　有限責任あずさ監査
法人）入所

2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設　代表（現
任）

2017年６月 ㈱住友倉庫　監査役（非常勤）（現任）
2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院　非常勤講

師
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．高橋和人氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．高橋和人氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏が公認会計士とし

ての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有しており、当社の社外
監査役として適切な職務遂行を期待できることから、補欠の社外監査役候補者といたしました。

－ 37 －
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第５号議案　取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社の取締役の報酬等の額は、2017年12月１日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以

内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とご承認いただいております。
今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対

象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対
して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することといたしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以
下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、
年額80百万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取
締役会において決定することといたします。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与
のための報酬は支給しないものといたします。

現在の取締役は８名（うち社外取締役１名）でありますが、第２号議案「取締役８名選任の件」が
原案どおり承認可決されましても、取締役の員数に変更はありません。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部
を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより
発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年60,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日
以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた
場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が
生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その１株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所におけ
る当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を
基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役
会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象
取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結
するものといたします。

（１）譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より３年間から40年間までの間で当社の取締役会が
予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式
（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以
下「譲渡制限」という。）。

－ 38 －
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（２）退任又は退職時の取扱い
対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執
行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他これに準ずる地位のいずれの地位をも退任又は退職
した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社
は、本割当株式を当然に無償で取得する。
（３）譲渡制限の解除
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社又は当社
の子会社の取締役、執行役、取締役を兼務しない執行役員、監査役、使用人、顧問又は相談役その他
これに準ずる地位のいずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制
限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、任期満了、死亡そ
の他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記（２）に定める地位を退任又は退職した場
合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に
調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、
なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（４）組織再編等における取扱い
上記（１）の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社
が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総
会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の
取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組
織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等
の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除
された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
（５）その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

（ご参考）
本議案が本株主総会において承認可決されることを条件に、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務
しない執行役員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議
により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。

以　上
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取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
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